
 

船舶事故等調査報告書 

平成２３年１１月２４日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１横第１４０号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２３年６月２３日 ０８時２０分ごろ 

発生場所 千葉県館山市船形漁港内 

 館山市船形港東防波堤灯台から真方位０４６°３６０ｍ付近 

（概位 北緯３５°０１.５′ 東経１３９°５０.９′） 

事故等調査の経過  平成２３年８月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁業指導船 ふさなみ、５６トン 

１３２０３８、千葉県 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 両舷推進器損傷 

 事故等の経過 本船は、船長ほか４人が乗り組み、船形漁港に設置された本船専用係船

浮桟橋（以下「浮桟橋」という。）の西側に右旋回して左舷着けで着桟しよ

うとしたが、南西の風に圧流され、旋回不足で着桟できずに機関を後進に

かけたところ、平成２３年６月２３日０８時２０分ごろ港内の浅瀬に乗り

揚げた。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風速 約１５m/s、視程 約２０km 

海象：波 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮高 約１０５cm 

その他の事項 本船は、中央部の喫水が１.３６ｍであり、推進器が船底から約１ｍ下方

に出た構造となっていた。 

浮桟橋の北側は、水深０.６～１.６ｍの浅瀬であった。 

船長は、船長として約１５年の経験があったが、本船では約３か月の乗

船経験であり、週５回程度の航海をしていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、船形漁港において浮桟橋への着桟作業

中、風に圧流されたことから、着桟できず、機関

を後進としたところ、浅瀬に乗り揚げたものと考

えられる。 

原因 本事故は、本船が、船形漁港において浮桟橋への着桟作業中、風に圧流

されたため着桟できず、機関を後進としたところ、浅瀬に乗り揚げたこと

により発生したものと考えられる。 

 




